
八雲町子ども・子育て会議資料 

八雲町子ども・子育て支援事業計画の見直しについて（草案） 

 

計画見直しに至る経緯・理由 

 

１ 放課後児童健全育成事業 

 当初計画では、量の見込みが年々減少し、現状維持により提供体制を確保するとしてい

ましたが、利用希望者が増加傾向にあり、今後も当面増加する見込みであるため、それに

伴い提供体制を拡大して確保していく必要が生じております。それに合わせて、平成 30

年度以降の量の見込みと確保の内容について、現状に即したものに見直します。 

  

 

２ 利用者支援事業 

 当初計画においては、平成 28 年度から始まる新規事業として位置付けておりましたが、

専任職員の確保が出来ず未実施となっております。職員の確保に向け調整を行い、平成 30

年度から新規実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八雲町子ども・子育て支援事業計画 新旧対照表 

 

改正案 現行 

P.36 

３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

■地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

八雲町全域 単位 

実績 量の見込み 

平成

25年

度 

平成

27年

度 

平成

28年

度 

平成

29年

度 

平成

30年

度 

平成

31年

度 

１１ 

放課

後児

童健

全育

成事

業 

低学

年 
人 68 54 53 55 83 90 

高学

年 
人 20 40 38 34 37 34 

 

 

 

P.37 

第４章 教育・保育の提供体制 

 量の見込みに対応するよう、教育・保育施設と地域型保育事業の確保

の内容と実施時期（確保方策）を設定しました。 

 1 号認定、2 号認定の確保の内容と実施時期の設定にあたっては、算

出した量の見込みと 3つの提供区域の現状、今後の児童数の減少等を考

え合わせると不足は生じないと想定し、定員の拡大は行わずに設定して

います。 

 1号認定についても同様ですが、加えて確保の内容には記載していな
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３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

■地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

八雲町全域 単位 

実績 量の見込み 

平成

25年

度 

平成

27年

度 

平成

28年

度 

平成

29年

度 

平成

30年

度 

平成

31年

度 

１１ 

放課

後児

童健

全育

成事

業 

低学

年 
人 68 54 53 55 52 51 

高学

年 
人 20 40 38 34 32 31 

 

 

 

P.37 

第４章 教育・保育の提供体制 

 量の見込みに対応するよう、教育・保育施設と地域型保育事業の確保

の内容と実施時期（確保方策）を設定しました。 

 1 号認定、2 号認定の確保の内容と実施時期の設定にあたっては、算

出した量の見込みと 3つの提供区域の現状、今後の児童数の減少等を考

え合わせると不足は生じないと想定し、定員の拡大は行わずに設定して

います。 

 1号認定についても同様ですが、加えて確保の内容には記載していな



い事業所内保育所（院内保育所）が 2か所あるため、不足は生じないと

想定しています。 

 なお、現状値は平成 26年 8月現在となっています。 

 平成 30年度に私立幼稚園 1園が幼保連携型認定こども園に移行予定

であることにより、平成 30年度以降の確保の内容を修正します。 

■八雲町全域：教育・保育の提供体制の確保の内容と実施時期 

 現

状 
推計 

平

成

26

年

度 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

①量の見込み  469

人 

458

人 

445

人 

433

人 

420

人 

 １

号 

３ ～

５歳 

教 育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 117

人 

116

人 

112

人 

108

人 

103

人 

２

号 

３ ～

５歳 

保 育

（ 教

育 ニ

ー ズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 44 

人 

43 

人 

43 

人 

41 

人 

38 

人 

保育 保 育

所、認

 184

人 

179

人 

175

人 

172

人 

169

人 

い事業所内保育所（院内保育所）が 2か所あるため、不足は生じないと

想定しています。 

 なお、現状値は平成 26年 8月現在となっています。 

 

 

■八雲町全域：教育・保育の提供体制の確保の内容と実施時期 

 現

状 
推計 

平

成

26

年

度 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

①量の見込み  469

人 

458

人 

445

人 

433

人 

420

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 117

人 

116

人 

112

人 

108

人 

103

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 44

人 

43

人 

43

人 

41

人 

38

人 

保育 保 育

所、認

 184

人 

179

人 

175

人 

172

人 

169

人 



定 こ

ど も

園 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

 12 

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

１ ，

２歳 

保育  112

人 

109

人 

104

人 

101

人 

99 

人 

②確保の内容 471

人 

469

人 

458

人 

445

人 

433

人 

420

人 

 １

号 

３ ～

５歳 

教 育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

145

人 

117

人 

116

人 

112

人 

63 

人 

58 

人 

２

号 

３ ～

５歳 

保 育

（ 教

育 ニ

ー ズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

219

人 

44 

人 

43 

人 

43 

人 

68 

人 

65 

人 

保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園 

184

人 

179

人 

175

人 

172

人 

169

人 

定 こ

ど も

園 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

 12 

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

１，

２歳 

保育  112

人 

109

人 

104

人 

101

人 

99

人 

②確保の内容  469

人 

458

人 

445

人 

433

人 

420

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 117

人 

116

人 

112

人 

108

人 

103

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 44

人 

43

人 

43

人 

41

人 

38

人 

保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園 

 184

人 

179

人 

175

人 

172

人 

169

人 



３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

11

人 

12 

人 

11 

人 

11 

人 

15 

人 

15 

人 

１ ，

２歳 

保育 96

人 

112

人 

109

人 

104

人 

115

人 

113

人 

差（②－①）  0人 0人 0人 0人 0人 

 

■八雲地域：教育・保育の提供体制の確保の内容と実施時期 

 現

状 

推計 

平

成

26

年

度 

27

年度 

28

年度 

29 

年度 

30

年度 

31年

度 

①量の見込み  366

人 

359

人 

350

人 

336

人 

322

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 107

人 

107

人 

104

人 

100

人 

95 

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

 43

人 

42

人 

42 

人 

40

人 

37 

人 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

 12

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

11 

人 

１，

２歳 

保育  112

人 

109

人 

104

人 

101

人 

99

人 

差（②－①）  0人 0人 0人 0人 0人 

 

■八雲地域：教育・保育の提供体制の確保の内容と実施時期 

 現

状 

推計 

平

成

26

年

度 

27

年度 

28

年度 

29

年度 

30

年度 

31

年度 

①量の見込み  366

人 

359

人 

350

人 

336

人 

322

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

 107

人 

107

人 

104

人 

100

人 

95

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

 43

人 

42

人 

42

人 

40

人 

37

人 



あ

り） 

園 

保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園 

 124

人 

124

人 

121

人 

115

人 

110

人 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

 11 

人 

10

人 

10 

人 

10

人 

10 

人 

１，

２歳 

保育  81

人 

76

人 

73 

人 

71

人 

70 

人 

②確保の内容 387

人 

366

人 

359

人 

350

人 

336

人 

322

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

145

人 

107

人 

107

人 

104

人 

55

人 

50 

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

161

人 

43

人 

42

人 

42 

人 

67 

人 

64 

人 

保育 保 育 124 124 121 115 110

あ

り） 

園 

保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園 

 124

人 

124

人 

121

人 

115

人 

110

人 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

 11 

人 

10

人 

10

人 

10

人 

10

人 

１，

２歳 

保育  81

人 

76

人 

73

人 

71

人 

70

人 

②確保の内容 387

人 

366

人 

359

人 

350

人 

336

人 

322

人 

 １

号 

３～

５歳 

教育

のみ 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

145

人 

107

人 

107

人 

104

人 

100

人 

95

人 

２

号 

３～

５歳 

保育

（教

育ニ

ーズ

あ

り） 

幼 稚

園、認

定 こ

ど も

園 

161

人 

43

人 

42

人 

42

人 

40

人 

37

人 

保育 保 育 124 124 121 115 110



所、認

定 こ

ど も

園 

人 人 人 人 人 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

10

人 

11 

人 

10

人 

10 

人 

14

人 

14 

人 

１，

２歳 

保育 71

人 

81

人 

76

人 

73 

人 

85 

人 

84 

人 

差（②－①）  0人 0人 0人 0人 0人 

 

 

 

P.40 

第５章 地域子ども・子育て支援事業の提供体制 

１．利用者支援事業（新規事業） 

 この事業は、子どもとその保護者が、幼稚園・保育所・認定こども園

等の施設選択や一時預かり事業、放課後児童クラブ等の子育て支援事業

を円滑に利用できるよう、利用者の身近な所で情報収集・提供、相談対

応、助言を行うとともに関係機関との連絡調整などを行うものです。 

【提供区域】全区域 

【現状】平成 27年度から始まる新規事業です。 

【確保の内容】八雲地域の子育て支援センター（地域子育て支援事業）

の機能拡充で確保するとともに、開設を検討している「子ども・若者プ

ラザ（仮称）」との一体化で調整を行います。 

 

所、認

定 こ

ど も

園 

人 人 人 人 人 

３

号 

０歳 保育 保 育

所、認

定 こ

ど も

園、地

域 型

保育 

10

人 

11 

人 

10

人 

10

人 

10

人 

10

人 

１，

２歳 

保育 71

人 

81

人 

76

人 

73

人 

71

人 

70

人 

差（②－①）  0人 0人 0人 0人 0人 

 

 

 

P.40 

第５章 地域子ども・子育て支援事業の提供体制 

１．利用者支援事業（新規事業） 

 この事業は、子どもとその保護者が、幼稚園・保育所・認定こども園

等の施設選択や一時預かり事業、放課後児童クラブ等の子育て支援事業

を円滑に利用できるよう、利用者の身近な所で情報収集・提供、相談対

応、助言を行うとともに関係機関との連絡調整などを行うものです。 

【提供区域】全区域 

【現状】平成 27年度から始まる新規事業です。 

【確保の内容】八雲地域の子育て支援センター（地域子育て支援事業）

の機能拡充で確保するとともに、開設を検討している「子ども・若者プ

ラザ（仮称）」との一体化で調整を行います。 

 



 

 

現状 推計 

平成 25

年度 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

① 量 の

見込み 

 ― ― ― ― ― 

② 確 保

の 内 容 

基本型 

 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所 

差（②－

①） 

 ０ ０ ０ １ １ 

 

 

 

P.49 

11．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

共働きなどで日中保護者が留守の家庭の子どもに対し、放課後や長期休

暇中に学校の空き教室などで、適切な遊びや生活の場を提供し、子ども

の健全育成をはかる事業です。 

【提供区域】２区域 

【現状】実施か所は低学年、高学年とも３か所で、八雲地域２か所（わ

んぱくクラブ、どんぐりクラブ）、熊石地域１か所（ともだちクラブ）

です。落部地域では実施がありませんが、学校開放で対応できています。

平成 25 年度の実績は、低学年 73 人（実数）、高学年 26 人（実数）で

す。 

【確保の内容】新制度の体制を整えつつ提供体制を確保します。また、

需要の拡大に伴い、八雲地域に平成３０年度より１か所増設し、量の見

込み及び確保の内容を修正します。 

 

 

現状 推計 

平成 25

年度 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

① 量 の

見込み 

 ― ― ― ― ― 

② 確 保

の 内 容 

基本型 

 ０か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

差（②－

①） 

 ０ １ １ １ １ 

 

 

 

P.49 

11．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

共働きなどで日中保護者が留守の家庭の子どもに対し、放課後や長期休

暇中に学校の空き教室などで、適切な遊びや生活の場を提供し、子ども

の健全育成をはかる事業です。 

【提供区域】２区域 

【現状】実施か所は低学年、高学年とも３か所で、八雲地域２か所（わ

んぱくクラブ、どんぐりクラブ）、熊石地域１か所（ともだちクラブ）

です。落部地域では実施がありませんが、学校開放で対応できています。

平成 25 年度の実績は、低学年 73 人（実数）、高学年 26 人（実数）で

す。 

【確保の内容】新制度の体制を整えつつ提供体制を確保します。 

 

 



■放課後児童健全育成事業の量の見込みと確保の内容 

 現状 推計 

平成

25年

度 

27 年

度 

28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

① 量

の 見

込み 

 低 学

年 

 54人 53人 55人 83人 90人 

高 学

年 

 40人 38人 34人 37人 34人 

計  94人 91人 89人 120人 124人 

八 雲

地域 

低 学

年 

 42人 41人 43人 72人 79人 

高 学

年 

 26人 25人 23人 28人 26人 

落 部

地域 

低 学

年 

 9人 9人 9人 8人 8人 

高 学

年 

 11人 10人 9人 8人 7人 

熊 石

地域 

低 学

年 

 3人 3人 3人 3人 3人 

高 学

年 

 3人 3人 2人 1人 1人 

② 確

保 の

内容 

 実 施

か 所

数 

3か所 3か所 2か所 2か所 4か所 4か所 

 低 学

年 

73人 45人 44人 46人 75人 82人 

 高 学 26人 29人 28人 25人 29人 27人 

■放課後児童健全育成事業の量の見込みと確保の内容 

 現状 推計 

平成

25年

度 

27 年

度 

28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

① 量

の 見

込み 

 低 学

年 

 54人 53人 55人 52人 51人 

高 学

年 

 40人 38人 34人 32人 31人 

計  94人 91人 89人 84人 82人 

八 雲

地域 

低 学

年 

 42人 41人 43人 41人 40人 

高 学

年 

 26人 25人 23人 23人 23人 

落 部

地域 

低 学

年 

 9人 9人 9人 8人 8人 

高 学

年 

 11人 10人 9人 8人 7人 

熊 石

地域 

低 学

年 

 3人 3人 3人 3人 3人 

高 学

年 

 3人 3人 2人 1人 1人 

② 確

保 の

内容 

 実 施

か 所

数 

3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

 低 学

年 

73人 45人 44人 46人 44人 43人 

 高 学 26人 29人 28人 25人 24人 24人 



年 

 計 99人 74人 72人 71人 104人 109人 

八 雲

地域 

実 施

か 所

数 

2か所 2か所 2か所 2か所 3か所 3か所 

低 学

年 

67人 42人 41人 43人 72人 79人 

高 学

年 

26人 26人 25人 23人 28人 26人 

落 部

地域 

実 施

か 所

数 

なし 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

低 学

年 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

高 学

年 

0.人 0.人 0.人 0.人 0.人 0.人 

熊 石

地域 

実 施

か 所

数 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

低 学

年 

6人 3人 3人 3人 3人 3人 

高 学

年 

0人 3人 3人 2人 1人 1人 

差（②－①）  -20人 -25人 -23人 -16人 -15人 

 

 

 

 

年 

 計 99人 74人 72人 71人 68人 67人 

八 雲

地域 

実 施

か 所

数 

2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

低 学

年 

67人 42人 41人 43人 41人 40人 

高 学

年 

26人 26人 25人 23人 23人 23人 

落 部

地域 

実 施

か 所

数 

なし 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

低 学

年 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 

高 学

年 

0.人 0.人 0.人 0.人 0.人 0.人 

熊 石

地域 

実 施

か 所

数 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

低 学

年 

6人 3人 3人 3人 3人 3人 

高 学

年 

0人 3人 3人 2人 1人 1人 

差（②－①）  -20人 -19人 -18人 -16人 -15人 

 

 

 

 



P.53 

５．障がい児とその保護者への支援 

  発達の遅れや障がいのある子どもとその保護者が、住み慣れた地域

で安心して暮らせるよう、関係機関との連携をはかりながら、次の取り

組みを実施します。 

 

主な取り組み 

１．療育の利用促進 

  ★子ども発達支援センターによる健診時対応充実と療育の充実。 

  ★電話・メールでの相談対応の充実。 

２．専門支援事業（いたずらっ子）の利用促進 

  ★専門職巡回による療育支援とこの事業のＰＲ充実。 

３．巡回児童相談の充実 

  ★児童相談所が行う相談・指導・心理診断等との連携。ＰＲと利用

勧奨。 

４．発達障がい児等の相談実施 

  ★各種健診等を通じて、医師や関係機関との連携による経過観察、

発達健診、相談推進。 

５．医療費の助成、手当の支給 

  ★重度心身障害児医療費助成、特別児童扶養手当、障害児福祉手当

等。 

６．「育ちと学びの応援ファイル カラフル」の活用の促進 

  ★「育ちと学びの応援ファイル カラフル」（療育カルテ）を推進

し、ひとりひとりに応じたより良い支援に繋げていきます。 

７．特別支援教育の充実 

 

P.53 

５．障がい児とその保護者への支援 

  発達の遅れや障がいのある子どもとその保護者が、住み慣れた地域

で安心して暮らせるよう、関係機関との連携をはかりながら、次の取り

組みを実施します。 

 

主な取り組み 

１．療育サロンの利用促進 

  ★子育て支援センターによる健診時対応充実と療育サロンの充実。 

  ★電話・メールでの相談対応の充実。 

２．専門支援事業（いたずらっ子）の利用促進 

  ★専門職巡回による療育支援とこの事業のＰＲ充実。 

３．巡回児童相談の充実 

  ★児童相談所が行う相談・指導・心理診断等との連携。ＰＲと利用

勧奨。 

４．発達障がい児等の相談実施 

  ★各種健診等を通じて、医師や関係機関との連携による経過観察、

発達健診、相談推進。 

５．医療費の助成、手当の支給 

  ★重度心身障害児医療費助成、特別児童扶養手当、障害児福祉手当

等。 

６．「学び育ちの応援ファイル カラフル」の活用の促進 

  ★「学び育ちの応援ファイル カラフル」（療育カルテ）を推進し、

ひとりひとりに応じたより良い支援に繋げていきます。 

７．特別支援教育の充実 

 

 


